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＜増加する空き家について考えてみよう！＞ 

 

ＦＰネットワーク神奈川会員 石山 敏幸  

ここ何年もニュースや新聞などで空き家が深刻な社会問題になっていることは皆さんもご

承知の事と思います。空き家問題は何もご自身には関係のない話ではありません。誰にでも

将来関わってくる問題です。今回は空き家の対策について一緒に考えていきましょう。 

 

■空き家の現状 

まず空き家の現状はどうなっているのでしょうか？平成 30年 10月１日現在、日本の総住宅

数は 6,242 万戸あり、そのうち空き家は 846 万戸あります。空き家率は 13.6％となってい

ます（平成 31年総務省統計局）。この空き家率が人口減少の影響などにより今後ますます増

加し、令和 15 年には空き家数が 1,955 万戸となり空き家率は 27.3%になると予想されてい

ます。つまり住宅 4件に 1件以上は空き家になるということです。 

 

この空き家には借り手が付いていない賃貸物件や、売れ残っているマンションも含まれてお

り、近い将来、皆さんの身近な問題になる可能性は非常に高くなっています。 

 

■対策が必要な理由 

空き家にはいろいろな問題がありますが、お金の問題である固定資産税について解説します。 

 

住宅を保有していると、もちろん固定資産税を納付しなければいけません。これは空き家で

も同様、所有者が固定資産税を納付しなければいけませんので、住んでもいない住宅の固定

資産税を納めるのは無駄な支出となるでしょう。 

 

■空き家を放置した場合の固定資産税 

2023 年 7 月 7 日、空き家の発生を抑えて活用を促す空き家対策特別措置法などの改正案が

参院本会議で可決、成立しました。今後、空き家は「このまま放置すれば倒壊などの危険性

がある状態など」に該当すれば「特定空き家」に指定され、市区町村からの改善勧告に従わ

ない場合は土地にかかる固定資産税の軽減措置（敷地面積 200㎡までの小規模住宅用地は 6
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分の 1、200 ㎡を超える一般住宅用地は 3 分の 1 まで減税）が適用されなくなります。つま

り、最大でそれまでの 6倍の固定資産税を納付しなくてはいけなくなる場合があるというこ

とになります。 

 

また、特定空き家の前段階である、行政から指導されても改善しない「管理不全空き家」に

指定されると、同じく固定資産税の減額措置から除外されることになりました。 

 

空き家の問題は何も固定資産税だけではありませんが、空き家になりそうな物件がある場合

は何かの対策を取っておかないと経済面でも大きな問題になります。 

 

■空き家を賃貸するときのメリット・デメリット 

それでは空き家にしないためにどのような対策があるのでしょうか？主な対策として賃貸

物件にし、貸し出すという活用方法があります。家賃収入も得ることができ活用方法として

は１番良いのではないかと思い方もいらっしゃると思います。 

 

しかし、確かに家賃収入も得られますが、空き家はその多くが築年数の経過した物件が多く

リフォームをしなければいけないのが現状です。リフォーム費用も小規模な工事では 50 万

円程度でできるものもあれば、大規模になれば数百万円以上かかるものもあります。そして

リフォームしたからといって必ず借り手が見つかるかというとそうでもありません。地域性

や需要を考えて活用方法を考えるのが良いと思います。自治体でもリフォーム工事の助成金

や補助金を行っている場合もありますので調べてみるのも良いのではないでしょうか。 

 

■まとめ 

相続で取得した物件や住んでいた高齢者が施設に入居したなど空き家になる理由は様々で

す。日本の空き家は年々増加傾向にあり、大きな社会問題になっています。京都市では新た

に「空き家税」（正式名称は非居住住宅利活用促進税）が導入されることになりました。こ

れは空き家をそのままにしている所有者に対して固定資産税とは別に課せられる税金です。

2026年から京都市で導入されますがこの流れは今後、全国的に広まると予想されています。 

 

空き家をそのままにしている方や今後空き家になりそうという方は早めの対策をとってお

くことをお勧めします。 


